
 

「紹介受診重点医療機関」の公表について 
 

 当院は令和 5 年 8 月 1 日付けにて、「紹介受診重点医療機関」として山形県

の紹介受診重点医療機関リストに掲載されました。 

 「紹介受診重点医療機関」とは、外来機能の明確化・連携を強化し、患者さ

んの流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着

目して、紹介患者さんへの外来を基本とする医療機関であることを明確化し、

紹介状を持たずに外来受診する患者さんから、一部負担金とは別に「※特別の

料金」を徴収する医療機関となります。 

  
※特別の料金 

 ①非紹介患者初診加算料（初診時に他の医療機関からの紹介状が無く受診する場合） 

医科：７,０００円  歯科：５,０００円 

 ②再診加算料（他の医療機関へ紹介した後に自らの判断で紹介状が無く受診する場合） 

  医科：３,０００円  歯科：１,９００円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和５年８月作成 米沢市立病院 地域医療連携室 


